
平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

十

就
労
移
行
支
援

第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も

の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

十
一

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項

十
二

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項

十
三

共
同
生
活
援
助

第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る

も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
施
設
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
変
更
す
る
た
め
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
入
所
定
員
（
生
活
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）を
増
加
す
る
た
め
に
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
第
一
号
、
第

二
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
入
所
定
員
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、

当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
は
、
第
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
、第
二
号
、

第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
障
害
者

支
援
施
設
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、都
道
府
県
知
事
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
七

法
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当

該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

五

事
業
所
の
平
面
図

六

事
業
所
の
管
理
者
及
び
指
定
相
談
支
援
（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
提
供
に
当
た
る
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
住
所

七

運
営
規
程

八

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

九

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
の
請
求
に
関
す
る
事
項

十
二

そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係

る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類（
登

記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
、
休
止
又
は
再
開
し
た
年
月
日

二

廃
止
又
は
休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由

三

廃
止
又
は
休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
指
定
相
談
支
援
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置

四

休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

２

前
項
の
届
出
で
あ
っ
て
、同
項
第
二
号
、第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
の
定
員
の
増
加
に
伴
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の

体
制
及
び
勤
務
形
態
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再

開
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

廃
止
、
休
止
又
は
再
開
し
た
年
月
日

二

廃
止
又
は
休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由

三

廃
止
又
は
休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
者
に
対
す
る
措
置

四

休
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

施
設
の
名
称
及
び
設
置
の
場
所

二

設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

設
置
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

五

提
供
す
る
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
施
設
入
所
支
援
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
、
次
条
及
び
第
六
十
八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）の
種
類

六

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
並
び
に
設
備
の
概
要

七

利
用
者
の
推
定
数

八

施
設
の
管
理
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
住
所

九

運
営
規
程

十

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

十
一

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
（
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。）

十
二

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
資
産
の
状
況

十
三

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」と
い
う
。）

第
四
十
六
条
第
一
項
の
協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
力
歯
科
医
療
機
関
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
当
該
協
力
歯
科
医
療
機
関

と
の
契
約
の
内
容
を
含
む
。）

十
四

指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

連
携
す
る
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
関
係
機
関
の
名
称
（
就
労
移
行
支
援
を
行
う
場
合
に
限
る
。）

十
五

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
介
護
給
付
費
及
び
訓
練
等
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
事
項

十
六

そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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